
第７号議案

中野区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則

上記の議案を提出します。

令和５年（２０２３年）３月１０日

提出者 中野区教育委員会教育長 入野 貴美子

（提案理由）

教育委員会事務局の分課等及び分掌事務を改める必要がある。



中野区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則

中野区教育委員会事務局処務規則（平成３１年中野区教育委員会規

則第１号）の一部を次のように改正する。

第２条の表指導室の項中「教育事業係」を「事務係」に改め、同表

学校教育課の項中「学校教育課」を「学務課」に改める。

第８条の２第１項中「学校教育課」を「学務課」に改める。

別表第２指導室の項中「

」を「

教育事業係 １ 教育事業事務に関すること。

２ 室所管の各種事業の経理等に関

すること。

３ 教科書事務に関すること。

４ 区立学校職員（県費負担教職員

を除く。）の公務災害補償に関する

こと。

５ 区立学校県費負担教職員の給与

等に関すること。

６ 区立幼稚園教育職員の給与等に

関すること。

７ 教 育 セ ン タ ー 事 務 に 関 す る こ

と。

８ 室内他の係に属しないこと。

事務係 １ 室内の庶務及び経理に関するこ

と。

２ 室所管の各種事業の事務等に関

すること。



」に、「

」を「

３ 教科書事務に関すること。

４ 区立学校職員（県費負担教職員

を除く。）の公務災害補償に関する

こと。

５ 区立学校県費負担教職員の給与

等に関すること。

６ 区立幼稚園教育職員の給与等に

関すること。

７ 区立学校及び教育センターに置

く会計年度任用職員の任免事務に関

すること。

８ 教 育 セ ン タ ー 事 務 に 関 す る こ

と。

９ 室内他の係に属しないこと。

指導主事 １ 学校の教育課程、学習指導、生

活指導、進路指導その他の教育活動

に関すること。

２ 教職員の研修に関すること。

３ 教育相談に関すること。

４ 教科書の採択及び無償給与並び

に教材の取扱いに関すること。

５ 就学前教育推進に関すること。

６ オリンピック・パラリンピック

教育推進に関すること。

指導主事 １ 学校の教育課程、学習指導、生



」に改め、同表学校教育課の項中「

活指導、進路指導その他の教育活動

に関すること。

２ 教職員の研修に関すること。

３ 教育相談に関すること。

４ 教科書の採択及び無償給与並び

に教材の取扱いに関すること。

５ 就学前教育推進に関すること。

学校教育課 学校経営支援係 １ 課内の庶務及び経理に関する

こと。

２ 学校支援調整に関すること。

３ 学校経営支援に関すること。

４ 教員の働き方改革推進に関す

ること。

５ 学校におけるＩＣＴ事務に関

すること。

６ 課内他の係に属しないこと。

教育情報システ

ム担当係長

学校ＩＣＴ環境の運用支援に関す

ること。

学事係 １ 学校教育事業調整に関するこ

と。

２ 学校安全に関すること。

３ 児童及び生徒の就学に関する

こと。

４ 区立学校の学級編制に関する

こと。

５ 就学奨励に関すること。



」を「

」に改め、同表子ども教育施設課の項中「

６ 外国人学校保護者補助に関す

ること。

学務課 学校経営支援係 １ 課内の庶務及び経理に関する

こと。

２ 学校支援調整に関すること。

３ 学校経営支援に関すること。

４ 教員の働き方改革推進に関す

ること。

５ 課内他の係に属しないこと。

教育情報システ

ム担当係長

学校ＩＣＴ環境の運用支援に関す

ること。

学事係 １ 児童及び生徒の就学に関する

こと。

２ 区立学校の学級編制に関する

こと。

３ 学校安全に関すること。

４ 就学奨励に関すること。

５ 外国人学校保護者補助に関す

ること。

子ども教育施設保

全係

１ 課内の庶務及び経理に関するこ

と。

２ 学校施設の財産管理に関するこ

と。

３ 学校施設の施設整備（中野区立

小中学校施設整備計画に係るもの



」を「

を除く。）及び維持管理に関する

こと。

４ 教育施設の施設整備に関するこ

と。

５ 課内他の係に属しないこと。

子ども教育施設整

備係

学校施設の施設整備（中野区立小中

学 校 施 設 整 備 計 画 に 係 る も の に 限

る。）に関すること。

子ども教育施設保

全係

１ 課内の庶務及び経理に関するこ

と。

２ 学校施設の財産管理（中野区立

小中学校施設整備計画に係るものを

除く。）に関すること。

３ 学校施設の施設整備（中野区立

小中学校施設整備計画に係るものを

除く。）及び維持管理に関するこ

と。

４ 教育施設の施設整備に関するこ

と。

５ 課内他の係に属しないこと。

子ども教育施設整

備係

１ 学校施設の財産管理（中野区立

小中学校施設整備計画に係るもの

に限る。）に関すること。

２ 学校施設の施設整備（中野区立

小中学校施設整備計画に係るもの

に限る。）に関すること。



」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

（中野区教育委員会情報システムの管理運営に関する規則の一部改

正）

２ 中野区教育委員会情報システムの管理運営に関する規則（平成２

２年中野区教育委員会規則第１７号）の一部を次のように改正する。

第１０条及び第１２条中「学校教育課長」を「学務課長」に改め

る。


